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自己紹介

落合 孝文 （渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士）

慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業。同大学院理工学研究科在学中に旧司法試験合格。森・濱
田松本法律事務所で約９年東京、北京オフィスで勤務し、国際紛争・倒産、知的財産、海外投資等を
扱った。近時は、金融、医療、不動産、MaaS、ITなどの業界におけるビジネスへのアドバイス、新たな制度
構築などについて活動を行っており、政府、民間団体の様々な検討活動にも参加している。

◆政府/公的機関で参加の会合等（データ・新技術関連）
• 総務省「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」、

同「 健康・医療ワーキンググループ」及び「金融データワーキンググループ」委員
• 個人情報保護委員会 諸外国の個人情報保護制度に係る最新の動向に

関する調査研究報告書 受託者
• 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 個人情報保護指針改定に伴う

マルチステークホルダープロセス 委員
• 経済産業省 ブロックチェーン法制度検討会 委員
• 総務省AIネットワーク社会推進会議影響評価分科会委員
• 経済産業省 RegTech/SupTech検討会 委員
• 総務省/経済産業省/公正取引委員会 デジタル・プラットフォーマーを巡る

取引環境整備に関する検討会 データの移転・開放等の在り方に関する
ワーキング・グループ 委員

◆政府/公的機関で参加の会合等（規制改革関連）
• 内閣府参与（地方創生推進事務局・国家戦略特区担当）
• 経済産業省大臣官房臨時専門アドバイザー
• 内閣府革新的事業活動評価委員会委員
◆政府/公的機関で参加の会合等（金融/医療関連）
• 厚生労働省 情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討

委員会 委員
• 総務省 高精細映像技術を活用した遠隔在宅医療に関する協議会 委員
• 一般社団法人全国銀行協会オープンAPI推進研究会メンバー
• 公益財団法人金融情報システムセンター 安全対策専門委員会安全対策基

準改訂に関する検討部会委員
• 一般社団法人信託協会 あっせん委員会委員

◆業界団体等
• 一般社団法人電子決済代行事業者協会 理事
• 一般社団法人Fintech協会 分科会事務局長
• 一般社団法人金融革新同友会「FINOVATORS」

FINO-MENTORS
• ISO/TC68及びTC307国内委員会 委員
• 一般社団法人不動産テック協会 理事
• 一般社団法人JCoMaaS 理事
• 一般社団法人日本ブロックチェーン協会 リーガルアドバイ

ザー
• 一般社団法人日本医療ベンチャー協会 理事
• 一般社団法人データ流通推進協議会 監事
• 日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会（IT問題

検討PT） 幹事
• 日本弁護士連合会 「日本知的財産仲裁センター」の事

業に関する委員会 委員
• J-INTEREST（Japanese Initiative for Diagnosis 

and Treatment Evaluation Research in 
Telepsychiatry）遠隔精神科医療ガイドライン策定会
議運営・法律WG代表者

• 産業競争力懇談会（COCN）「人工知能間の交渉・協
調・連携による社会の超スマート化」プロジェクトメンバー

• Incubation & Innovation Initiative (III) アドバイ
ザー
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個人情報保護委員会の着眼点
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注目される状況の変化等

（第８６回個人情報保護委員会参考資料２項より）

⚫ 国際的な課題の共有、制度調和に関する議論の進展
✓ 日ＥＵ相互認証の進展、デジタルデータのフリーフロー等を巡る議論、AI・プラットフォーマー

を巡る国際的な課題認識の広がり等

⚫ 急激な技術の進展に伴う便益の向上とリスクの拡大
✓ SNS におけるリスクの顕在化、漏えい被害の拡大

✓ AI やターゲティング広告技術の進化など、個人情報を高度に活用したシステム・サービスの
急速な実用化

⚫ データに対する規制の多様化
✓ GDPR 等データに係る立法の動きの広がり

✓ データローカライゼーション・ガバメントアクセスなどの管理的規制の出現
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DFFT（Data Free Flow with Trust）
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皆様、時は熟しました。我々、皆承知のとおり、これから何十年という間、私たちに成長をもたらすもの、それはデジタ
ル・データです。そして何かを始めるなら、今がその好機です。何と言っても、毎日毎日、新たに生まれているデータの
量は、２５０京バイト。これは一説によれば、米議会図書館が所蔵する活字データ全体の２５万倍が、新たに追
加されているというのと同じです。１年の遅れは、何光年分もの落後になるでしょう。一方では、我々自身の個人的
データですとか、知的財産を体現したり、国家安全保障上の機密を含んでいたりするデータですとかは、慎重な
保護の下に置かれるべきです。しかしその一方、医療や産業、交通やその他最も有益な、非個人的で匿名のデー
タは、自由に行き来させ、国境をまたげるように、繰り返しましょう、国境など意識しないように、させなくてはなりま
せん。

そこで、私たちがつくり上げるべき体制は、ＤＦＦＴ（データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト）のためのもので
す。非個人的データについて言っているのは申し上げるまでもありません。第四次産業革命、そして同革命がもた
らす、私たちがＳｏｃｉｅｔｙ ５．０と呼んでいる社会がメリットを及ぼすのは、私たち個人です。巨大で、資本
集約型の産業ではありません。

（中略）

よく私たち、ＷＴＯの改革が必要だと言いますが、ともすると、いまだに農産品ですとか、物品の世界で、つまり距
離や国境が重要になる世界で、私たちは考えています。新たな現実とは、データが、ものみな全てを動かして、私
たちの新しい経済にとってＤＦＦＴが、つまりＤａｔａ Ｆｒｅｅ Ｆｌｏｗ ｗｉｔｈ Ｔｒｕｓｔが最重
要の課題となるような状態のことですが、そこには、私たちはまだ追いついていないわけです。それにしても、ある意
味、デジャブの感じがします。ジョン・Ｄ・ロックフェラーがスタンダード・オイルを大きくしていた頃のこと、ガソリンの使い道
を、誰も知りませんでした。そこで、近くのカイヤホガ川に捨てたというのですが、そのガソリンは何度も火事を起こしてい
ます。我々人類は、ガソリンの価値を知るに至るまで、３０年とか、４０年も掛かっています。それが、２０世紀も２
０年を過ぎようという頃になると、ガソリンは自動車を走らせ、飛行機を飛ばせていたわけです。

データについても、同じだとは言えませんか。私たちがインターネットを壮大な規模で使うようになったのは、１９９５
年頃です。でも、２１世紀も２０年を数えようという頃になって、データが、我々の経済を回している事実にようやく
気がつきました。

＊平成３１年１月２３日世界経済フォーラム年次総会 阿部首相 スピーチより 4
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情報の利活用に向けた政策について
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出典：総務省 第７情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 資料７－４ ９頁より
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デジタルプラットフォーマーに関するルール整備
ーデータの移転・解放の確保についてー
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第１回及び第２回データの移転・開放等の在り方に関するワーキング・グループの公開されている議事要旨より

⚫ データポータビリティの多様性に注目すれば、個別具体的な対応にも限界があり、競争法的な柔軟に対応
できる一般法の必要性も考えられる。業界に応じて検討すべき点もあり、一般的に規定する部分と、個別具
体的に規定する部分と二段階に分けた対応が一つの考え方ではないか。

⚫ 特に、競争の優位性に応じて大型のプラットフォーマーを対象とし、そこにベストプラクティスとしての範囲を導くの
が良いのではないか。また、競争優位性の源泉である規模の基準をどのように考えるかが非常に重要ではないか。
アカウント数が多いからといって儲かっているとは限らず、シェアが大きくても業界として赤字構造の可能性もある。

⚫ 無料サービスの課題として、SSNIP の考え方の適用の問題があるが、コストの上昇を品質の低下等と考
えれば、コスト負担を観念でき、関連市場を画定できるのではないか。その他、サービスの範囲を考えるに当
たっては、何をやりたいか、何ができるのかという両方の問題を考える必要があり、外国政府の取組や事業者の
自主的な取組を踏まえつつ、できることから考える必要もあるのではないか。競争条件のイコールフッティングの観
点からは、不可欠設備の理論の考え方を完全に捨て去るのではなく、個別具体的に公益事業の観点も参考
にして使うべきではないか。

⚫ 対象とするユーザ範囲は、プラットフォーム上では、個人や法人を区別しづらくなってきており、シェアリングや
プロシューマという概念が出てきている中、エンドユーザとプロバイダの区別がつけづらくなってきている。両面
を持つ者については、役割に応じて、消費者側の問題はエンドユーザとして、プロバイダとしてならばそちらの側面
から扱えば良いのではないか。また、プラットフォーム上でユーザとして使っている場合と、プラットフォーマーと一緒に
なってサービスを創り出している場合は分けて考えた方が良いのではないか。
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個人情報保護法改正の論点について
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出典：第86回個人情報保護委員会資料１－２より 7



8

個人情報保護法改正の論点
ー漏洩報告についてー
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出典：第８６回個人情報保護委員会 資料２ １頁より
8
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個人情報保護法改正の論点
ー漏洩報告についてー
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出典：第８６回個人情報保護委員会 資料２ ５頁より
9
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個人情報保護法改正の論点
ー漏洩報告についてー
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出典：第８６回個人情報保護委員会 資料２ ６頁より
10
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個人情報保護法改正の論点
ー認定個人情報保護団体についてー

©Atsumi & Sakai 2019

出典：第８８回個人情報保護委員会 資料１ ４頁より
11
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個人情報保護法改正の論点
ー認定個人情報保護団体についてー
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出典：第８８回個人情報保護委員会 資料１ ５頁より
12
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個人情報保護法改正の論点
ー認定個人情報保護団体についてー
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出典：第８８回個人情報保護委員会 資料１ ７頁より
13
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個人情報保護法改正の論点
ー認定個人情報保護団体についてー
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出典：第８８回個人情報保護委員会 資料１ ８頁より
14
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個人情報保護法改正の論点
ー認定個人情報保護団体についてー
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出典：第８８回個人情報保護委員会 資料１ ９頁より
15
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個人情報保護法改正の論点
ー認定個人情報保護団体についてー
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出典：第８８回個人情報保護委員会 資料１ ９頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー個人情報保護法相談ダイヤルについてー
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出典：第９３回個人情報保護委員会 資料１ ４頁より
17
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個人情報保護法改正の論点
ー個人情報保護法相談ダイヤルについてー

©Atsumi & Sakai 2019

出典：第９３回個人情報保護委員会 資料１ ５頁より
18
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個人情報保護法改正の論点
ー個人情報保護法相談ダイヤルについてー
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出典：第９３回個人情報保護委員会 資料１ ６頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー個人情報保護法相談ダイヤルについてー
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出典：第９３回個人情報保護委員会 資料１ ７頁より
20
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個人情報保護法改正の論点
ー個人情報保護法相談ダイヤルについてー
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出典：第９３回個人情報保護委員会 資料１ ８頁より
21
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個人情報保護法改正の論点
ー開示についてー
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出典：第９５回個人情報保護委員会 資料１ １０頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー訂正、利用停止等についてー
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出典：第９５回個人情報保護委員会 資料１ １３頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー域外適用についてー
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出典：第９１回個人情報保護委員会 資料１ １６頁より
24



25

個人情報保護法改正の論点
ー域外適用についてー
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出典：第９１回個人情報保護委員会 資料１ １９頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー域外適用についてー
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出典：第９１回個人情報保護委員会 資料１ ２０頁より
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個人情報保護法改正の論点
ーデータローカライゼーションについてー
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出典：第９１回個人情報保護委員会 資料１ ２１頁より
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個人情報保護法改正の論点
ーデータローカライゼーションについてー
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出典：第９１回個人情報保護委員会 資料１ ２２頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー法執行について、課徴金を視野にー
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出典：第９８回個人情報保護委員会 資料２ ２頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー法執行について、課徴金を視野にー

©Atsumi & Sakai 2019

出典：第９８回個人情報保護委員会 資料２ ３頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー法執行について、課徴金を視野にー
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出典：第９８回個人情報保護委員会 資料２ ３頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー法執行について、課徴金を視野にー
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出典：第９８回個人情報保護委員会 資料２ ８頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー法執行について、課徴金を視野にー
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出典：第９８回個人情報保護委員会 資料２ １２頁より
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個人情報保護法改正の論点
ー法執行について、課徴金を視野にー
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出典：自由民主党政務調査会経済成長戦略本部 2019年5月14日「令和」時代・経済成長戦略 18頁より
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ご静聴ありがとうございました。

Thank you
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